
令和8年7月改定版

宮城県土木部事業管理課

経営事項審査の手引き

この手引きは、宮城県知事許可業者を対象にしたものです。他の都道府県又は国土交通大

臣許可業者の経営事項審査については、各都道府県又は国土交通省各地方整備局へお問

い合わせください。 

この手引きの作成時以降に、申請に係る制度や取扱いの変更、その他記載内容の変更が

あった場合には、土木部事業管理課のホームページでお知らせいたします。申請の前に、ホ

ームページも併せて御確認ください。 

特殊経審(合併時経審、分割時経審、譲渡時経審等)の際は、事前に土木部事業管理課まで

御相談ください。 

経営事項審査の結果通知書は、ホームページで公開している審査日程のとおり、申請受付

後１か月程度で発送します。有効期間が継続するよう、結果通知日から逆算して経営事項

審査の申請手続きを終えてください。提出書類に不足があり審査できない状態の申請は、

次回審査日まで受付を延期することがあります。なお、結果通知までの期間の短縮には一

切応じられませんので、予め御了承ください。

前回からの主な変更点

令和8年7月1日以降の改正内容を反映 

・  「 社会保険加入に関する評価項目」 の削除 

・ 「 建設機械の保有状況」 の加点対象機械の拡大 

（ 不整地運搬車及びアスファルト ・ フィニッシャを追加）  

・ 『 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』 の宣言の有無」 の評価（ 新設）  

・ 「 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」 の配点見直し 

・ 「 業種・ 技術職員資格区分コード」 に新たに加点対象となる資格区分を追加 

令和7年9月改定版

宮城県土木部事業管理課

経営事項審査の手引き

この手引きは、宮城県知事許可業者を対象にしたものです。他の都道府県又は国土交通大

臣許可業者の経営事項審査については、各都道府県又は国土交通省各地方整備局へお問

い合わせください。 

この手引きの作成時以降に、申請に係る制度や取扱いの変更、その他記載内容の変更が

あった場合には、土木部事業管理課のホームページでお知らせいたします。申請の前に、ホ

ームページも併せて御確認ください。 

特殊経審(合併時経審、分割時経審、譲渡時経審等)の際は、事前に土木部事業管理課まで

御相談ください。 

経営事項審査の結果通知書は、ホームページで公開している審査日程のとおり、申請受付

後１か月程度で発送します。有効期間が継続するよう、結果通知日から逆算して経営事項

審査の申請手続きを終えてください。提出書類に不足があり審査できない状態の申請は、

次回審査日まで受付を延期することがあります。なお、結果通知までの期間の短縮には一

切応じられませんので、予め御了承ください。

前回からの主な変更点

資本性借入金の取扱いについての内容を追記 

申込手順についてフロー図を更新 

予約申込用フォームの入力画面を資料に追加 
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経営事項審査の申込

・  宮城県ホームページで審査日程を確認し、経営事項審査予約フォーム（ 事業管理課ホームページにリ

ンクがあります）に提出書類送付予定年月日等の必要事項を記載して送信してください。（ メール・電

話・ ＦＡＸでの予約はできません。）  

・  県から申込受理の返信はしません。申請状況については、フォームの送信完了メールに記載されてい

るＵＲＬから随時照会が可能です。 

・  申込みが各審査日の最大受付件数に達した場合は、受付を締め切ります。特に、７月から翌年１月の

申請は大変混み合いますので、有効期間に余裕をもって申し込み願います。また、月末の審査日が混

み合う傾向にありますので、各月の上～中旬の審査日もご検討ください。 

・  申請書の提出は、土木事務所に決算変更届を提出し、受理されてから３週間以上期間が空くように

申込してください。審査に決算変更届を使用するため、それ以前に申請しても審査を行うことができ

ません。

・  経営状況分析結果通知書が確実に届く期間を見込んで提出時期を設定してください。 

・  経営事項審査受審申込票の記載事項は、作業量を見込むために必要な項目です。若干の誤差が生じて

も差し支えありませんので、必ず全ての事項を記入してください。 

・  特殊経審（ 合併時経審、分割時経審、譲渡時経審等）の際は、事前に御相談ください。 

電子申請はじまってます！

電子申請の方法は別冊「 電子申請用 補足版」 を参照してく ださい。  

経営事項審査の申込

・  宮城県ホームページで審査日程を確認し、経営事項審査予約フォーム（ ３１ページ参照）に提出書類

送付予定年月日等の必要事項を記載して送信してください。（ メール・電話・ＦＡＸでの予約はできま

せん。）  

・  県から申込受理の返信はしません。申請状況については、フォームの送信完了メールに記載されてい

るＵＲＬから随時照会が可能です。 

・  申込みが各審査日の最大受付件数に達した場合は、受付を締め切ります。特に、７月から翌年１月の

申請は大変混み合いますので、有効期間に余裕をもって申し込み願います。また、月末の審査日が混

み合う傾向にありますので、各月の上～中旬の審査日もご検討ください。 

・  申請書の提出は、土木事務所に決算変更届を提出し、受理されてから３週間以上期間が空くように

申込してください。審査に決算変更届を使用するため、それ以前に申請しても審査を行うことができ

ません。

・  経営状況分析結果通知書が確実に届く期間を見込んで提出時期を設定してください。 

・  経営事項審査受審申込票の記載事項は、作業量を見込むために必要な項目です。若干の誤差が生じて

も差し支えありませんので、必ず全ての事項を記入してください。 

・  特殊経審（ 合併時経審、分割時経審、譲渡時経審等） の際は、事前に御相談ください。 

電子申請はじまってます！

電子申請の方法は別冊「 電子申請用 補足版」 を参照してく ださい。  
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申請書類の郵送

申請書及び申請事項確認書類１部を提出書類チェックリスト（ ３２－３５ページ参照）の順に並べ、

確認書類については、経営状況分析結果通知書及び納税証明書は、必ず原本を提出し、他の書類は写

しを次の宛先へ書留郵便で郵送してください

〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

（ 郵便番号を記入すれば住所を書かなくても届きます）  

宮城県土木部事業管理課建設業振興・ 指導班 

（「 経営事項審査申請書類在中」 と明記してください）  

申請書の受付確認が必要な場合は、申請受付票（ ３６ページ参照） を同封してください。審査終

了後、受付印を押印し、ＦＡＸで送信します。 

審査手数料（ レシート）を送るため、申請書の郵送には書留郵便の使用を厳守してください。郵送

途中で所在不明になるなど、県で受取を確認できない場合、審査手数料の賠償等の責任は一切負い

かねます。また、直接の持ち込みも御遠慮ください。 

確認資料が大量の場合は、確認資料のみ宅配事業者等を利用し別送しても差し支えありません。

その際は、確認資料を別送する旨のメモ等を申請関係書類に同封してください。 

確認書類に不足がある場合、申請書の受付を次回審査まで保留する場合があります。このとき、結

果通知日も受付日に対応する日に繰り延べになります。 

結果通知

結果通知書は、ホームページで公開している審査日程のとおり、申請後１か月程度で発送します。

経営事項審査の効力が切れ目なく続くようにするためには、遅くとも決算後６か月以内に申請手続を

終えてください。なお、結果通知までの期間の短縮には一切応じられません。

結果通知書を申請者あてに郵送する場合は、返信用封筒は不要です。 

経審の申請において、 完成工事高の水増し、確認書類の改ざんなど、虚偽の申請や

虚偽の報告があった場合、営業停止などの行政処分のほか、罰則があります。

（ 建設業法第50条ほか）  

申請書類の郵送

申請書及び申請事項確認書類１部を提出書類チェックリスト（ ３２－３５ページ参照）の順に並べ、

確認書類については、経営状況分析結果通知書及び納税証明書は、必ず原本を提出し、他の書類は写

しを次の宛先へ書留郵便で郵送してください

〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

（ 郵便番号を記入すれば住所を書かなくても届きます）  

宮城県土木部事業管理課建設業振興・ 指導班 

（「 経営事項審査申請書類在中」 と明記してく ださい）  

申請書の受付確認が必要な場合は、申請受付票（ ３６ページ参照） を同封してください。審査終

了後、受付印を押印し、ＦＡＸで送信します。 

審査手数料（収入証紙）を送るため、申請書の郵送には書留郵便の使用を厳守してください。郵送

途中で所在不明になるなど、県で受取を確認できない場合、審査手数料の賠償等の責任は一切負い

かねます。また、直接の持ち込みも御遠慮ください。 

確認資料が大量の場合は、確認資料のみ宅配事業者等を利用し別送しても差し支えありません。

その際は、確認資料を別送する旨のメモ等を申請関係書類に同封してください。 

確認書類に不足がある場合、申請書の受付を次回審査まで保留する場合があります。このとき、結

果通知日も受付日に対応する日に繰り延べになります。 

結果通知

結果通知書は、ホームページで公開している審査日程のとおり、申請後１か月程度で発送します。

経営事項審査の効力が切れ目なく続くようにするためには、遅くとも決算後６か月以内に申請手続を

終えてください。なお、結果通知までの期間の短縮には一切応じられません。

結果通知書を申請者あてに郵送する場合は、返信用封筒は不要です。 

経審の申請において、完成工事高の水増し、確認書類の改ざんなど、虚偽の申請や

虚偽の報告があった場合、営業停止などの行政処分のほか、 罰則があります。

（ 建設業法第50条ほか）  

新　　　　　　　　　　　　　　　　 旧　　　　　　　　　　　　　　　　



審査手数料について

経営事項審査手数料分のレシート を貼付用紙に貼付し、申請書に同封してください。 

経営規模等評価手数料  ８,１００円＋１業種につき２,３００円 

総合評定値通知手数料    ４００円＋１業種につき  ２００円 

「 レシート（提出用）」 と書かれたシール状になっているものです。 

納入方法は、郵送申請の場合は宮城県手数料セルフレジによるお支払い、電子申請の場合はイ

ンターネットバンキング支払いとなっております。宮城県手数料セルフレジによる支払方法及

び設置場所については県ホームページをご覧ください。  

URL（ https: //www. pref. mi yagi . j p/soshi ki /kai shi /cashl ess2. html ）

【 審査手数料早見表】  

業種数

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計 

業種数 

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計 

業種数 

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計

１ 11, 000円 １１ 36, 000円 ２１ 61, 000円 

２ 13, 500円 １２ 38, 500円 ２２ 63, 500円 

３ 16, 000円 １３ 41, 000円 ２３ 66, 000円 

４ 18, 500円 １４ 43, 500円 ２４ 68, 500円 

５ 21, 000円 １５ 46, 000円 ２５ 71, 000円 

６ 23, 500円 １６ 48, 500円 ２６ 73, 500円 

７ 26, 000円 １７ 51, 000円 ２７ 76, 000円 

８ 28, 500円 １８ 53, 500円 ２８ 78, 500円 

９ 31, 000円 １９ 56, 000円 ２９ 81, 000円 

１０ 33, 500円 ２０ 58, 500円   

審査手数料について

「 宮城県収入証紙」 または支払済証を収入証紙貼付用紙に貼付し、申請書に同封してください。 

経営規模等評価手数料  ８,１００円＋１業種につき２, ３００円 

総合評定値通知手数料    ４００円＋１業種につき  ２００円 

納入方法は、宮城県収入証紙による納入と窓口でのキャッシュレス決済の２種類です。キャッ

シュレス決済についての詳細は、県ＨＰを御確認ください。 

URL（ ht tps: //www. pref. mi yagi . j p/soshi ki /kai kei /cashl ess. html ）

【 審査手数料早見表】  

業種数

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計 

業種数 

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計 

業種数 

経営規模等評価 

総合評定値通知 

手数料の合計

１ 11, 000円 １１ 36, 000円 ２１ 61, 000円 

２ 13, 500円 １２ 38, 500円 ２２ 63, 500円 

３ 16, 000円 １３ 41, 000円 ２３ 66, 000円 

４ 18, 500円 １４ 43, 500円 ２４ 68, 500円 

５ 21, 000円 １５ 46, 000円 ２５ 71, 000円 

６ 23, 500円 １６ 48, 500円 ２６ 73, 500円 

７ 26, 000円 １７ 51, 000円 ２７ 76, 000円 

８ 28, 500円 １８ 53, 500円 ２８ 78, 500円 

９ 31, 000円 １９ 56, 000円 ２９ 81, 000円 

１０ 33, 500円 ２０ 58, 500円   
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申請関係書類                                  

1. 必ず提出するもの

提出書類チェックリスト 

宮城県レシート（ 提出用）貼付用紙（ 前項記載の手数料分レシートを貼る）

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（ 建設業法施行規則別記様式（ 以下「 規則様式」 とい

う。） 第２５号の１４） １枚目、２枚目（ ３７－３８ページ参照）  

工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（ 別紙一）（ ３９ページ参照）  

その他の審査項目（ 社会性等）（ 別紙三）（ ４１ページ参照）  

技術職員名簿（ 別紙二）（ ５８ページ参照）  

経営状況分析結果通知書（規則様式第２５号の１３）【 原本】

課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書第一表

消費税納税証明書（ その１）【 原本】

２．必要があれば提出するもの

建設機械の保有状況一覧表（ 別表１）（ ５７ページ参照）  

ＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）  

技能者名簿（ ４４ページ参照）  

委任状（ 行政書士が代理申請する場合）（ ２７－２８ページ参照）  

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書申請受付票（ ３６ページ参照）  

（ 代理人が複数件を一括して提出する場合は、１枚にまとめること）  

【 免税事業者の場合】  

当期事業年度が２期まで 法人設立等届出書・ 事業開始等届出書 

（ 県税事務所に提出したもの）  

当期事業年度が３期以降 申告額の欄に「 無」 と記載された納税証明書（ その１）  

税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 を提出した場合は、当該届出

書を確認書類とすることも可能です。 

直近３期中に免税期と課税期が混在する場合の規則様式第三号「直前３年の各事業年度

における工事施工金額」 は、免税期は税込、課税期は税抜で記載する必要があります。 

申請関係書類                                  

1. 必ず提出するもの

提出書類チェックリスト 

収入証紙貼付用紙 

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（ 建設業法施行規則別記様式（ 以下「 規則様式」 とい

う。） 第２５号の１４） １枚目、２枚目（ ３７－３８ページ参照）  

工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（ 別紙一）（ ３９ページ参照）  

その他の審査項目（ 社会性等）（ 別紙三）（ ４１ページ参照）  

技術職員名簿（別紙二）（ ５８ページ参照）  

経営状況分析結果通知書（規則様式第２５号の１３）【 原本】

課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書第一表

消費税納税証明書（ その１）【 原本】

２ ． 必要があれば提出するもの

建設機械の保有状況一覧表（ 別表１）（ ５７ページ参照）  

ＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）  

技能者名簿（ ４４ページ参照）  

委任状（ 行政書士が代理申請する場合）（ ２７－２８ページ参照）  

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書申請受付票（ ３６ページ参照）  

（ 代理人が複数件を一括して提出する場合は、１枚にまとめること）  

【 免税事業者の場合】  

当期事業年度が２期まで 法人設立等届出書・ 事業開始等届出書 

（ 県税事務所に提出したもの）  

当期事業年度が３期以降 申告額の欄に「 無」 と記載された納税証明書（ その１）  

税務署に「 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出した場合は、当該届出

書を確認書類とすることも可能です。 

直近３期中に免税期と課税期が混在する場合の規則様式第三号「直前３年の各事業年度

における工事施工金額」は、免税期は税込、課税期は税抜で記載する必要があります。 
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その他の審査項目（ 社会性等）（ 別紙三） 関係                    

【 41】 建設業退職金共済制度加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 建設業退職金共済事業加入・ 履行証明書（ 経営事項審査申請用）  

当該事業年度に証紙の払出実績がないと証明書が発行されません。この場合は、「 無」となります。 

【 42】 退職一時金制度若しく は企業年金制度導入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 下記のいずれか。

退職一時金制度への加入を証明する書面 

（ 中小企業退職金共済制度、特定退職金共済団体制度、労働協約、就業規則（ 表紙・ 該当箇所）及

び退職金規程）  

常時１０人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の表紙に労働基準監督署の受付印が必要

です。 

企業年金制度への加入を証明する書面 

（ 厚生年金基金、確定拠出年金（ 企業型）、確定給付企業年金、適格退職年金の契約書又は協定書） 

【 43】 法定外労働災害補償制度加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」   

確認書類 法定外労働災害補償制度の保険証券、加入証明書、加入者証 

保険期間（ 補償期間） が審査基準日時点を含むことが必要です。保険期間と審査基準日の前後関

係によっては、最新の保険証券等ではなく、前年の保険証券等が対象になる場合があります。 

 （ 主要な発行元）  

（ 公財）建設業福祉共済団、（ 一社）全国建設業労災互助会、（一社）全国労働保険事務組合連合会、

全日本火災共済協同組合連合会、その他損害取扱保険会社 

【 44】 若年技術職員の継続的な育成及び確保

該当：「 １」  非該当：「 ２」

 ・  技術職員のうち３５歳未満の若年技術職員数の割合が１５％以上の場合が「 該当」になります。 

 ・  右表に技術職員数・ 若年技術職員数・ 若年技術職員数の割合を記入してください。 

【 加点の対象となる法定外労働災害補償制度】  

次の全ての要件を満たすことが必要です。確認書類の要件記載箇所を蛍光ペンでマーキングし

てください。 

１：業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること

２：下請負人の職員も補償対象としていること

３：死亡及び後遺障害等級１級から７級までを対象としていること

その他の審査項目（ 社会性等）（ 別紙三） 関係                    

【 41】 雇用保険加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  適用除外：「 ３」  

確認書類 下記のすべて

労働保険概算・ 確定保険料申告書または労働保険料等納入通知書

労働保険料等保険料領収書（ 口座振替結果のお知らせ・ 電子納付完了通知）

指定された納付時期の申告書・ 納入通知書及び領収書が必要です。一括支払の場合はその領収書

等を提出してください。 

還付金により支払額が０円であった場合には、申告書等の支払金額欄をマーカーしてください。 

審査基準日 申告年度 納付時期 

４月～ ６月 審査基準日の属する年度 

例：  

審査基準日 申告書の年度 

R6/3/31 R5年度 

R6/4/30 R6年度 

７月（ 第１期）

口座振替の場合： 前年度の１月（ 第３期）

 ７月～ ９月 ７月（ 第１期）

口座振替の場合： ９月     

１０月～１２月 １０月（ 第２期）

 １月～ ３月 １月（ 第３期）

【 42、 43】 健康保険・ 厚生年金保険加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  適用除外：「 ３」

確認書類 被保険者標準報酬決定通知書・ 標準報酬月額相当額決定のお知らせ 

被保険者整理番号を黒塗りしてください。

技術職員名簿記載者、技能者名簿記載者、ＣＰＤ単位算出補助表記載者、公認会計士、会計士補、

税理士、１級・ ２級登録経理試験合格者の常勤性の確認書類を兼ねますので、該当の氏名を蛍光ペ

ンでマーキングしてください。 

技術職員が１０人以上の場合は、該当者の技術職員名簿の通番を氏名の横に記入してください。 

審査基準日ごとに指定された年度の通知書を提出してください。

審査基準日 通知書の発行年度 

４月～８月 現年度の通知書が 

届いていれば   現年度 

届いていなければ 前年度  

（ 例： 審査基準日R5/4/30 令和4年度の通知書でも可）  

９月～３月 現年度  （ 例： 審査基準日R6/3/31 令和5年度の通知書）  

「 ３．適用除外」の場合 

確認書類 下記のすべて 

適用除外承認証（法人事業所の場合）  

国民健康保険（ 組合） 被保険者証 
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【 45】 新規若年技術職員の育成及び確保

該当：「 １」  非該当：「 ２」  

・  技術職員のうち新規に技術職員となった３５歳未満の若年技術職員の割合が１％以上の場合が「 該

当」 になります。

・  右表に新規の若年技術職員数とその割合を記入してください。 

【 46】 ＣＰ Ｄ単位取得数・ 技術者数

・  「 ＣＰＤ単位取得数」の欄にはＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）の合計欄の単位数

を記入し、「 技術者数」の欄には、技術職員名簿に記載の技術者＋技術職員名簿に記載の無いＣＰＤ

単位取得者の数を記入してください。ＣＰＤ単位取得者がいない場合は技術職員名簿に記載の人数

を記入してください。 

確認書類 下記のすべて 

ＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）【 宮城県ホームページからダウンロード】  

ＣＰＤ単位取得者ごとの取得単位数を証明する書類 

認定機関の証明のあるものに限ります。（ 画面ハードコピー等不可）  

技術職員名簿記載者以外のＣＰＤ単位取得者の常勤性及び６か月超雇用の確認書類（ ２５ペー

ジ参照）  

【 47】 技能レベル向上者数

・  「  技能レベル向上者数」 の欄は、審査基準日以前３年間に技能レベルが１以上向上した技能者 

（ 例： レベル３ レベル４） の人数を記入してください。登録基幹技能者のように、初回評価でレ

ベル４になった技能者も、評価日が審査基準日から３年前までであればレベル向上者に該当します。 

・  「 技能者」は、審査基準日以前３年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作

成する場合に氏名が記載される者です。ただし、監理技術者や主任技術者としての施工の監理に係

る業務のみに従事する者は除きます。（ 技能者名簿に記載した技能者の数）  

・  「 控除対象者」は、審査基準日の３年前の日以前にレベル４の評価を受けていた技能者の人数です。 

確認書類 下記のすべて 

技能者名簿（ 様式第５号（ 改））（ ４４ページ参照）【 宮城県ホームページからダウンロード】  

能力評価（ レベル判定） 結果通知書 

認定機関の証明のあるものに限ります。（ 画面ハードコピー等不可）  

前年と変更がない技能者は、省略できます。

技術職員名簿記載者以外の技能レベル向上者の常勤性及び６か月超雇用の確認書類（ ２５ペー

ジ参照）  

【 44】 建設業退職金共済制度加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 建設業退職金共済事業加入・ 履行証明書（ 経営事項審査申請用）  

当該事業年度に証紙の払出実績がないと証明書が発行されません。この場合は、「無」となります。 

【 45】 退職一時金制度若しく は企業年金制度導入の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 下記のいずれか。

退職一時金制度への加入を証明する書面 

（ 中小企業退職金共済制度、特定退職金共済団体制度、労働協約、就業規則（ 表紙・ 該当箇所） 及

び退職金規程）  

常時１０人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の表紙に労働基準監督署の受付印が必要

です。 

企業年金制度への加入を証明する書面 

（ 厚生年金基金、確定拠出年金（ 企業型）、確定給付企業年金、適格退職年金の契約書又は協定書） 

【 46】 法定外労働災害補償制度加入の有無

有：「 １」  無：「 ２」   

確認書類 法定外労働災害補償制度の保険証券、加入証明書、加入者証 

保険期間（補償期間） が審査基準日時点を含むことが必要です。保険期間と審査基準日の前後関

係によっては、最新の保険証券等ではなく、前年の保険証券等が対象になる場合があります。 

 （ 主要な発行元）  

（ 公財）建設業福祉共済団、（ 一社）全国建設業労災互助会、（一社）全国労働保険事務組合連合会、

全日本火災共済協同組合連合会、その他損害取扱保険会社 

【 47】 若年技術職員の継続的な育成及び確保

該当：「 １」  非該当：「 ２」

 ・  技術職員のうち３５歳未満の若年技術職員数の割合が１５％以上の場合が「 該当」 になります。 

 ・  右表に技術職員数・ 若年技術職員数・ 若年技術職員数の割合を記入してください。 

【 加点の対象となる法定外労働災害補償制度】  

次の全ての要件を満たすことが必要です。確認書類の要件記載箇所を蛍光ペンでマーキングし

てください。 

１： 業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること

２： 下請負人の職員も補償対象としていること

３： 死亡及び後遺障害等級１級から７級までを対象としていること
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【 48】 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく 認定の状況

えるぼし認定（ 1段階目）：「 １」  えるぼし認定（ 2段階目）：「 ２」  えるぼし認定（ 3段階目）：「 ３」 

プラチナえるぼし認定：「 ４」  非該当：「 ５」  

 確認書類  えるぼし認定等の基準適合一般事業主認定通知書 

【 49】 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況

くるみん認定：「 １」  トライくるみん認定：「 ２」  プラチナくるみん認定：「 ３」  非該当：「 ４」

 確認書類  く るみん認定等の基準適合一般事業主認定通知書

通知書の通知日が審査基準日以前である必要があります。

【 50】 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく 認定の状況

ユースエール認定：「 １」  非該当：「 ２」

 確認書類  ユースエール認定の基準適合事業主認定通知書

通知書の通知日が審査基準日以前である必要があります。 

【 51】 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

１：「 全ての建設工事で実施」 に該当 ２：「 全ての公共工事で実施」 に該当 ３： 非該当

・  審査基準日以前１年以内に変更契約を除く請負契約を直接締結した全ての建設工事又は全ての公

共工事（ 軽微な工事や災害応急対策工事を除く）において、建設キャリアアップシステム（ 以下「 CCUS」

という。）において現場契約情報の作成及び登録がなされていること及び、建設工事に従事する者が

CCUSへの直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制を整備している場合に、様

式第６号を提出することで加点となります。 

 ・  なお、現場契約情報の作成及び登録については、請負契約締結後、建設工事の施工に従事する者の

入場までに実施するようにしてください。 

 確認書類 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

及び情報共有に関する同意書（ 様式第６号）（ ４５ページ参照）  

【 52】 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・ 審査基準日が宣言日以降であり、自主宣言制度において宣言した取組について、取組開始日以降行

う又は行っている旨を誓約する場合に、様式第７号を提出することで加点となります。 

・ なお、宣言の誓約書を提出し、経審において加点対象として申請しているにもかかわらず、自主宣

言制度における取組開始日の到来後、宣言した取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建

設業法に違反するおそれがあります。 

確認書類 「 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」 に関する誓約書（様式第７号）（ ４６ペー 

ジ参照）  

【 48】 新規若年技術職員の育成及び確保

該当：「 １」  非該当：「 ２」  

・  技術職員のうち新規に技術職員となった３５歳未満の若年技術職員の割合が１％以上の場合が「 該

当」 になります。

・  右表に新規の若年技術職員数とその割合を記入してください。 

【 49】 ＣＰＤ単位取得数・ 技術者数

・  「 ＣＰＤ単位取得数」の欄にはＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）の合計欄の単位数

を記入し、「 技術者数」の欄には、ＣＰＤ単位算出補助表に記載の人数を記入してください。ＣＰＤ

単位取得者がいない場合は技術職員名簿に記載の人数を記入してください。 

確認書類 下記のすべて 

ＣＰＤ単位算出補助表（ ４２－４３ページ参照）【 宮城県ホームページからダウンロード】  

ＣＰＤ単位取得者ごとの取得単位数を証明する書類 

認定機関の証明のあるものに限ります。（ 画面ハードコピー等不可）  

技術職員名簿記載者以外のＣＰＤ単位取得者の常勤性及び６か月超雇用の確認書類（ ２５ペー

ジ参照）  

【 50】 技能レベル向上者数

・  「  技能レベル向上者数」 の欄は、審査基準日以前３年間に技能レベルが１以上向上した技能者 

（ 例： レベル３ レベル４） の人数を記入してください。登録基幹技能者のように、初回評価でレ

ベル４になった技能者も、評価日が審査基準日から３年前までであればレベル向上者に該当します。 

・  「 技能者」は、審査基準日以前３年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作

成する場合に氏名が記載される者です。ただし、監理技術者や主任技術者としての施工の監理に係

る業務のみに従事する者は除きます。（ 技能者名簿に記載した技能者の数）  

・ 「 控除対象者」は、審査基準日の３年前の日以前にレベル４の評価を受けていた技能者の人数です。 

確認書類 下記のすべて 

技能者名簿（ 様式第５号（ 改））（ ４４ページ参照）【 宮城県ホームページからダウンロード】  

能力評価（ レベル判定） 結果通知書 

認定機関の証明のあるものに限ります。（ 画面ハードコピー等不可）  

前年と変更がない技能者は、省略できます。

技術職員名簿記載者以外の技能レベル向上者の常勤性及び６か月超雇用の確認書類（ ２５ペー

ジ参照）  

【 51】 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく 認定の状況

えるぼし認定（ 1段階目）：「 １」  えるぼし認定（ 2段階目）：「 ２」  えるぼし認定（ 3段階目）：「 ３」 

プラチナえるぼし認定：「 ４」  非該当：「 ５」  

 確認書類  えるぼし認定等の基準適合一般事業主認定通知書 

通知書の通知日が審査基準日以前である必要があります。 
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【 53】 営業年数

 ・  初めて建設業の許可又は登録を受けた日から審査基準日までの期間（ 年未満は切捨て） を記入し

てください。なお、休業等の期間は含みません。 

 ・  右欄の「 初めて許可（ 登録） を受けた年月日」 にその日付を記入してください。 

・  休業期間等がある場合には、その期間を「休業等期間」に記入してください。 

【 54】 民事再生法又は会社更生法の適用の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  平成２３年４月１日以降に適用を受け、再生手続き終結の決定を受けていない場合は「 有」を記入

し、右欄の該当する欄に日付を記入してください。 

確認書類 審査対象事業年度に再生手続開始又は更生手続開始の決定日を証明する書面 

     審査対象事業年度に再生手続終結又は更生手続終結の決定日を証明する書面 

【 55】 防災協定の締結の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 又は ＋

防災協定締結団体加入証明書（ ４７ページ参照）  

防災協定書 

防災協定締結団体加入証明書の証明年月日は審査基準日と同日であることが必要です。 

防災協定一覧（ ４８－５０ページ参照） に掲載されていない防災協定を締結している場合は、

防災協定書を添付してください。 

申請者が単独で防災協定を締結している場合には、防災協定書を添付してください。

【 56、 57】 営業停止処分、指示処分の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  審査対象年における処分の有無を記入してください。 

【 加点の対象となる防災協定の考え方】  

建設業者が保有する技術力・資材を使って災害復旧等の活動を行うもの 

協定の実態が請負契約や期間委託契約であるもの、宅建業者、運送業者、測

量・ 設計業者の経営資源を活用するもの、災害復旧に直接結びつかない物資供

給を内容とするものは対象になりません。 

【 52】 次世代育成支援対策推進法に基づく 認定の状況

くるみん認定：「 １」  トライくるみん認定：「 ２」  プラチナくるみん認定：「 ３」  非該当：「 ４」

 確認書類  く るみん認定等の基準適合一般事業主認定通知書

通知書の通知日が審査基準日以前である必要があります。 

【 53】 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況

ユースエール認定：「 １」  非該当：「 ２」

 確認書類  ユースエール認定の基準適合事業主認定通知書

通知書の通知日が審査基準日以前である必要があります。 

【 54】 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

１：「 全ての建設工事で実施」 に該当 ２：「 全ての公共工事で実施」 に該当 ３： 非該当

・  審査基準日以前１年以内に変更契約を除く請負契約を直接締結した全ての建設工事又は全ての公

共工事（ 軽微な工事や災害応急対策工事を除く）において、建設キャリアアップシステム（以下「 CCUS」

という。）において現場契約情報の作成及び登録がなされていること及び、建設工事に従事する者が

CCUSへの直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制を整備している場合に、様

式第６号を提出することで加点となります。 

 ・  なお、現場契約情報の作成及び登録については、請負契約締結後、建設工事の施工に従事する者の

入場までに実施するようにしてください。 

 確認書類 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

及び情報共有に関する同意書（ 様式第６号）（ ４５ページ参照）  

【 55】 営業年数

 ・  初めて建設業の許可又は登録を受けた日から審査基準日までの期間（年未満は切捨て） を記入し

てください。なお、休業等の期間は含みません。 

 ・  右欄の「 初めて許可（ 登録） を受けた年月日」 にその日付を記入してください。 

・  休業期間等がある場合には、その期間を「 休業等期間」に記入してください。 

【 56】 民事再生法又は会社更生法の適用の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  平成２３年４月１日以降に適用を受け、再生手続き終結の決定を受けていない場合は「 有」を記入

し、右欄の該当する欄に日付を記入してください。 

確認書類 審査対象事業年度に再生手続開始又は更生手続開始の決定日を証明する書面 

     審査対象事業年度に再生手続終結又は更生手続終結の決定日を証明する書面 
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【 58】 監査の受審状況

・ 選択肢ごとに確認書類が異なります。 

確認書類 

会計監査人の設置：「 １」 登記事項証明書 

有価証券報告書又は監査報告書

会計参与の設置：「 ２」  登記事項証明書 

会計参与報告書 

「 監査役設置会社」 では加点対象になりません。 

経理処理の適正を確認した

旨の書類の提出：「 ３」

経理処理の適正を確認した旨の書類（ 様式第２号）  

（ ５１－５６ページ参照）  

項番【 61】の該当者（ 申請者に常時雇用される職員）が自署したも

のが必要です。社外の有資格者の監査を受けている場合は加点対象

になりません。 

無：「 ４」  なし。

【 59、 60】 公認会計士、会計士補、税理士、 １級・ ２級登録経理試験合格者等の数

・  各資格の講習受講から５年後の年度末を経過していない場合に加点されます。 

・  常時雇用される職員であることが必要です。 

確認書類 下記の全て 

【 61】 公認会計士、会計士補、税理士、１級登録経理試験合格証書又は登録証 

【 62】 ２級登録経理試験の合格証書又は登録証 

【 61】 公認会計士、会計士補、税理士、１級登録経理の講習修了証 

 【 62】 ２級登録経理の講習修了証 

被保険者標準報酬決定通知書（【 42】 で添付）又は住民税特別徴収税額通知書 

審査基準日が の合格から５年経過した日が属する年度の３月３１日を経過するまでの場合は、

のみで加点対象となります。５年経過後は、 の講習修了から５年以内である必要があります。 

は該当者を蛍光ペンでマーキングしてください。 

前年と変更がない場合であっても、確認書類の添付が必要です。

【 61】 研究開発費

・  項番【 60】 が会計監査人の設置：「 １」 の場合に限り、加点対象となります。 

・  該当する場合は、金額を記入してください。それ以外は「 ０」 を記入してください。 

確認書類 注記表（ 規則様式第１７号の２） 又は有価証券報告書

【 57】 防災協定の締結の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

確認書類 又は ＋

防災協定締結団体加入証明書（ ４７ページ参照）  

防災協定書 

防災協定締結団体加入証明書の証明年月日は審査基準日と同日であることが必要です。 

防災協定一覧（ ４８－５０ページ参照） に掲載されていない防災協定を締結している場合は、

防災協定書を添付してください。 

申請者が単独で防災協定を締結している場合には、防災協定書を添付してください。

【 58、 59】 営業停止処分、指示処分の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  審査対象年における処分の有無を記入してください。 

【 60】 監査の受審状況

・ 選択肢ごとに確認書類が異なります。 

確認書類 

会計監査人の設置：「 １」 登記事項証明書 

有価証券報告書又は監査報告書

会計参与の設置：「 ２」  登記事項証明書 

会計参与報告書 

「 監査役設置会社」 では加点対象になりません。 

経理処理の適正を確認した

旨の書類の提出：「 ３」

経理処理の適正を確認した旨の書類（ 様式第２号）  

（ ５１－５６ページ参照）  

項番【 61】の該当者（申請者に常時雇用される職員）が自署したも

のが必要です。社外の有資格者の監査を受けている場合は加点対象

になりません。 

無：「 ４」  なし。

【 加点の対象となる防災協定の考え方】  

建設業者が保有する技術力・ 資材を使って災害復旧等の活動を行うもの 

協定の実態が請負契約や期間委託契約であるもの、宅建業者、運送業者、測

量・ 設計業者の経営資源を活用するもの、災害復旧に直接結びつかない物資供

給を内容とするものは対象になりません。 
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【 62】 建設機械の所有及びリース台数

 確認書類 は必須。 は該当する場合。 

建設機械の保有状況一覧表（ ５７ページ参照）  

建設機械売買契約書等の建設機械の保有及び取得日が確認できるもの 

（ 前年申請から新規に追加する機械がある場合）

リース契約書（ リース契約を締結している場合）

建設機械自主点検表、移動式クレーン検査証、自動車検査証 

自主検査点検表は、検査年月日が審査基準日前１年間のものに限りますので、毎年提出が必要で

す。審査の時期によっては、最新の点検表・検査証ではなく、１年前のものが対象になる場合があり

ます。なお、購入から１年以内の場合は、 のみ確認します。 

リース契約の場合は、審査基準日から１年７か月以上のリース契約期間が定められている場合に

限ります。 

リース期間に，経営事項審査の有効期間が含まれているため，評価対象となります。

リース期間に，経営事項審査の有効期間が含まれていないため，評価対象となりません。

経営事項審査の有効期間（１年７か月）

評価対象となるリース契約の例（審査基準日が令和５年３月３１日の場合）

評価対象とならないリース契約の例（審査基準日が令和５年３月 ３１日の場合 ）

経営事項審査の有効期間（１年７か月）

審査基準日

R5.3.31

リース開始日

R3.4.1 リース期間

経審の有効期限

R6.10.31

リース終了日

R8.3.31

審査基準日

R5.3.31
経審の有効期限

R6.10.31

リース開始日

R3.4.1
リース終了日

R6.3.31リース期間

【 61、 62】 公認会計士、会計士補、税理士、 １級・ ２級登録経理試験合格者等の数

・  各資格の講習受講から５年後の年度末を経過していない場合に加点されます。 

・  常時雇用される職員であることが必要です。 

確認書類 下記の全て 

【 61】 公認会計士、会計士補、税理士、１級登録経理試験合格証書又は登録証 

【 62】 ２級登録経理試験の合格証書又は登録証 

【 61】 公認会計士、会計士補、税理士、１級登録経理の講習修了証 

 【 62】 ２級登録経理の講習修了証 

被保険者標準報酬決定通知書（【 42】 で添付） 又は住民税特別徴収税額通知書 

審査基準日が の合格から５年経過した日が属する年度の３月３１日を経過するまでの場合は、

のみで加点対象となります。５年経過後は、 の講習修了から５年以内である必要があります。 

なお、審査基準日が令和５年３月３１日以前の場合は、講習を修了していなくても、試験合格だ

けで加点対象になります。 

は該当者を蛍光ペンでマーキングしてください。 

前年と変更がない場合であっても、確認書類の添付が必要です。

【 63】 研究開発費

・  項番【 60】 が会計監査人の設置：「 １」 の場合に限り、加点対象となります。 

・  該当する場合は、金額を記入してください。それ以外は「 ０」 を記入してください。 

確認書類 注記表（ 規則様式第１７号の２） 又は有価証券報告書
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【 加点対象の建設機械と確認書類】  

ショベル系掘削機

（ ｼｮﾍ゙ﾙ、ﾊ゙ｯｸﾎｳ、ﾄ゙ ﾗｸ゙ ﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ、ｸﾚー ﾝ又はﾊ゚ｲﾙﾄ゙ ﾗｲﾊ゙

のーｱﾀｯﾁﾒﾝﾄを有するもの）  

特定自主検査記録表 

（ 機械の型式及び検査年月日が表示さ

れている箇所）  

ブルドーザー（自重が3t以上）  

トラクターショベル（ バケット容量が0. 4 以上）  

モーターグレーダー（ 自重が5t以上）  

不整地運搬車

締固め用機械

（ ﾛー ﾄ゙ ﾛー ﾗー (ﾊﾝﾄ゙ ｶ゙ ｲﾄ゙ ﾛー ﾗー含む)、ﾀｲﾔﾛー ﾗー 、振動ﾛー ﾗー ）  

ｺﾝﾊ゚ｸﾀ、ﾗﾝﾏー等の自走能力がない特定自主検査の対象で

はない機械は対象外。 

解体用機械

（ ﾌ゙ ﾚー ｶー 、鉄骨切断機、ｺﾝｸﾘー ﾄ圧砕機、解体用つかみ機）  

解体用アタッチメント単体では加点対象とならない。 

ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させる場合

で、複数の特定自主検査記録表に同一のベースマシンが記

載されている場合には、重複して加点しない。 

高所作業車

（ 作業床の高さ2m以上）  

移動式クレーン

（ つり上げ荷重3t以上）  

移動式クレーン検査証 

ダンプ車

（ ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ﾌﾙﾄﾚー ﾗ、ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｾﾐﾄﾚー ﾗ含む）  

【 建】 マークが無い場合も加点対象。ただし、自動車検

査証の備考欄に「 積載物は、土砂等以外のものとする」 等

の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両は対象

外。 

自動車検査証 

車検証が「 電子車検証」 である場合

は、ICタグ内の「 自動車車検証の有効

期間」「所有者の氏名・ 住所」「使用者

の住所」 の情報を、アプリで情報を表

示させて印刷、添付してください。 アスファルト・ フィニッシャ

【 63】 エコアクショ ン２１の認証の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  「 段階的認定」 又は「 サイト認証」 であって、認証の範囲に建設業が含まれない場合や、一部の

支店等に限られている場合には、加点対象となりません。 

 確認書類 一般財団法人持続性推進機構による「 認証・ 登録証」  

審査基準日が有効期間内に含まれている必要があります。 

【 64】 建設機械の所有及びリース台数

 確認書類 は必須。 は該当する場合。 

建設機械の保有状況一覧表（ ５７ページ参照）  

建設機械売買契約書等の建設機械の保有及び取得日が確認できるもの 

（前年申請から新規に追加する機械がある場合）

リース契約書（ リース契約を締結している場合）

建設機械自主点検表、移動式クレーン検査証、自動車検査証 

自主検査点検表は、検査年月日が審査基準日前１年間のものに限りますので、毎年提出が必要で

す。審査の時期によっては、最新の点検表・検査証ではなく、１年前のものが対象になる場合があり

ます。なお、購入から１年以内の場合は、 のみ確認します。 

リース契約の場合は、審査基準日から１年７か月以上のリース契約期間が定められている場合に

限ります。 

リース期間に，経営事項審査の有効期間が含まれているため，評価対象となります。

リース期間に，経営事項審査の有効期間が含まれていないため，評価対象となりません。

経営事項審査の有効期間（１年７か月）

評価対象となるリース契約の例（審査基準日が令和５年３月３１日の場合）

評価対象とならないリース契約の例（審査基準日が令和５年 ３月３１日の場合）

経営事項審査の有効期間（１年７か月）

審査基準日

R5.3.31

リース開始日

R3.4.1
リース期間

経審の有効期限

R6.10.31

リース終了日

R8.3.31

審査基準日

R5.3.31
経審の有効期限

R6.10.31

リース開始日

R3.4.1
リース終了日

R6.3.31
リース期間
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【 64、 65】 Ｉ ＳＯ９０ ０ １ 、 １ ４ ０ ０ １の登録の有無

・  登録範囲に「 建設業」 が含まれ、建設業法上の営業所が全て含まれていることが必要です。 

確認書類 Ｉ ＳＯ認証登録証明書

【 加点対象の建設機械と確認書類】  

ショベル系掘削機

（ ｼｮﾍ゙ ﾙ、ﾊ゙ｯｸﾎｳ、ﾄﾞﾗｸ゙ ﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ、ｸﾚー ﾝ又はﾊ゚ｲﾙﾄﾞﾗｲﾊ゙

のーｱﾀｯﾁﾒﾝﾄを有するもの）  

特定自主検査記録表 

（ 機械の型式及び検査年月日が表示さ

れている箇所）  

ブルドーザー（ 自重が3t以上）  

トラクターショベル（ バケット容量が0. 4 以上）  

モーターグレーダー（ 自重が5t以上）  

締固め用機械

（ ﾛー ﾄﾞ ﾛー ﾗー (ﾊﾝﾄﾞ ｶ゙ ｲﾄ゙ ﾛー ﾗー含む)、ﾀｲﾔﾛー ﾗー 、振動ﾛー ﾗー ）  

ｺﾝﾊ゚ ｸﾀ、ﾗﾝﾏー等の自走能力がない特定自主検査の対象で

はない機械は対象外。 

解体用機械

（ ﾌ゙ ﾚー ｶー 、鉄骨切断機、ｺﾝｸﾘー ﾄ圧砕機、解体用つかみ機）  

ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させる場合

で、複数の特定自主検査記録表に同一のベースマシンが記

載されている場合には、重複して加点しない。 

高所作業車

（作業床の高さ2m以上）  

移動式クレーン

（つり上げ荷重3t以上）  

移動式クレーン検査証 

ダンプ車

（ ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ﾌﾙﾄﾚー ﾗ、ﾀ゙ ﾝﾌ゚ ｾﾐﾄﾚー ﾗ含む）  

【 建】 マークが無い場合も加点対象。ただし、自動車検

査証の備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」 等

の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両は対象

外。 

自動車検査証 

車検証が「電子車検証」 である場合

は、ICタグ内の「 自動車車検証の有効

期間」「 所有者の氏名・ 住所」「 使用者

の住所」 の情報を、アプリで情報を表

示させて印刷、添付してください。 

【 65】 エコアクショ ン２１の認証の有無

有：「 １」  無：「 ２」  

・  「 段階的認定」又は「 サイト認証」 であって、認証の範囲に建設業が含まれない場合や、一部の

支店等に限られている場合には、加点対象となりません。 

 確認書類 一般財団法人持続性推進機構による「 認証・ 登録証」  

審査基準日が有効期間内に含まれている必要があります。 

【 66、 67】 Ｉ ＳＯ９ ０ ０ １ 、 １４ ０ ０ １の登録の有無

・  登録範囲に「 建設業」 が含まれ、建設業法上の営業所が全て含まれていることが必要です。 

確認書類 Ｉ ＳＯ認証登録証明書
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確認書類

保有する資格を証明する書面（ 別表【 資格証明書一覧】（ ２６ページ参照））  

前年申請から変更がある者、新規に掲載する者について提出してください。 

前年から変更がない場合は提出を省略できます。 

ただし、監理技術者証と監理技術者講習修了証、基幹技能者講習修了証は省略できません。

常勤性を証明するもの（ 下記のいずれか）  

・  健康保険・ 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（【 42】 で添付）

該当者を蛍光ペンでマーキングしてください。 

技術職員が１０人以上の場合は、該当者の技術職員名簿の通番を氏名の横に記入してください。 

 ・  厚生年金保険７０歳以上被用者 標準報酬月額相当額決定のお知らせ 

・  住民税の特別徴収に係る届け出又は役員給与等の内訳書 

健康保険・ 厚生年金未加入者について、提出してください。 

６か月超の雇用期間を証明するもの（ 下記のいずれか）  

新規に掲載する者について提出してください。前年から変更がない技術者は不要です。

・  資格情報のお知らせ（ マイナ保険証をお持ちの方）  

・  資格確認書（ マイナ保険証をお持ちでない方）  

・  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

・  役員給与等の内訳書又は賃金台帳及び出勤簿を審査基準日を含む７か月分 

・ 所属企業の雇用証明書の写し（ 任意様式）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（ ６５ページ参照）、就業規則又は労働協約

対象者がいる場合のみ。 

６か月超雇用 ＝ 評価対象

審査基準日が令和３年３月３１日の場合雇用期間６か月超の考え方

３月３１日審査基準日の場合の６か月前は１０月１日となり，その日から１日遡った９月３０日からの雇用期間が必要となります。

雇用開始日
Ｒ２.１０.１

６か月超には不足

６か月超対象

雇用開始日

Ｒ２ .９.３０

審査基準日
Ｒ３ .３.３１

確認書類

保有する資格を証明する書面（別表【 資格証明書一覧】（ ２６ページ参照））  

前年申請から変更がある者、新規に掲載する者について提出してください。 

前年から変更がない場合は提出を省略できます。 

ただし、監理技術者証と監理技術者講習修了証、基幹技能者講習修了証は省略できません。

常勤性を証明するもの（ 下記のいずれか）  

・  健康保険・ 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（【 42】 で添付）

該当者を蛍光ペンでマーキングしてください。 

技術職員が１０人以上の場合は、該当者の技術職員名簿の通番を氏名の横に記入してください。 

 ・  厚生年金保険７０歳以上被用者 標準報酬月額相当額決定のお知らせ 

・  住民税の特別徴収に係る届け出又は役員給与等の内訳書 

健康保険・ 厚生年金未加入者について、提出してください。 

６か月超の雇用期間を証明するもの（ 下記のいずれか）  

新規に掲載する者について提出してください。前年から変更がない技術者は不要です。

・ 健康保険被保険者証（記号・ 番号・ 保険者番号を黒塗り）  

・  雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

・  役員給与等の内訳書又は賃金台帳及び出勤簿を審査基準日を含む７か月分 

・ 所属企業の雇用証明書の写し（ 任意様式）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（ ６５ページ参照）、就業規則又は労働協約

対象者がいる場合のみ。 

６か月超雇用 ＝ 評価対象

審査基準日が令和３年３月３１日の場合雇用期間６か月超の考え方

３月３１日審査基準日の場合の６か月前は１０月１日となり，その日から１日遡った９月３０日からの雇用期間が必要となります。

雇用開始日
Ｒ２.１０.１

６か月超には不足

６か月超対象

雇用開始日
Ｒ２.９.３０

審査基準日
Ｒ３.３.３１
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行政書士による代理申請について                           

１  委任状の提出 

委任状は各建設業者の申請ごとに作成し、委任状の日付は申請の日から３か月以内のものとする

こと。 

委任の範囲は具体的に記載すること。 

委任状には行政書士の登録番号（行政書士証票の番号） を記載すること。 

２  申請者の記載 

申請者の欄は、証明書等を除き、行政書士の記名押印で可とする。 

その際、上段に申請者名（ 法人である場合には法人名及び代表者名） を必ず記載すること（ 申請

者の押印は不要）。様式ごとの可否は下記のとおり。 

＜代理人の記名押印で可なもの＞ 

・  経営規模等評価申請書・ 総合評定値請求書〔 規則様式第２５号の１４〕の申請者欄 

＜代理人の記名押印は不可なもの＞ 

・  経営規模等評価申請手数料及び総合評定値請求手数料 

・  宮城県経営事項審査手数料レシート貼付用紙の申請者欄

経営状況分析申請の代理申請等の取扱いについては、各登録経営状況分析機関にお問い合わ

せください。 

申請書の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載すること。 

３  経営規模等評価結果・ 総合評定値通知書の発送 

申請代理人が経営規模等評価結果・ 総合評定値通知書の受領を委任されている場合には、当該申請

代理人宛てに送付しますので、申請受付時に返信用封筒（ 申請代理人の宛名及び裏面に申請する全て

の申請者名（ 建設業者名） 及び許可番号を記載）を添付してください。 

なお、封筒のサイズが長３の場合は切手の貼付は不要ですが、長３以外の封筒を添付される場合は、

切手を貼付してください。 

４  その他 

行政書士が申請を代行する場合、申請者欄には申請者名（ 法人である場合には法人名及び代表者名）

のみを記名してください。また、行政書士が代行及び書類作成も行った場合は、行政書士法施行規則

第９条第２項の規定により、申請書の欄外に、書類作成者として行政書士名を記名して職印を押して

ください。この場合、委任状の提出は要しませんが、自ら申請代理人として申請書類の訂正等を行う

ことはできません。 

行政書士による代理申請について                           

１  委任状の提出 

委任状は各建設業者の申請ごとに作成し、委任状の日付は申請の日から３か月以内のものとする

こと。 

委任の範囲は具体的に記載すること。 

委任状には行政書士の登録番号（ 行政書士証票の番号） を記載すること。 

２  申請者の記載 

申請者の欄は、証明書等を除き、行政書士の記名押印で可とする。 

その際、上段に申請者名（ 法人である場合には法人名及び代表者名） を必ず記載すること（申請

者の押印は不要）。様式ごとの可否は下記のとおり。 

＜代理人の記名押印で可なもの＞ 

・  経営規模等評価申請書・総合評定値請求書〔 規則様式第２５号の１４〕 の申請者欄 

＜代理人の記名押印は不可なもの＞ 

・  経営規模等評価申請手数料及び総合評定値請求手数料 

・  宮城県収入証紙貼付用紙の申請者欄

経営状況分析申請の代理申請等の取扱いについては、各登録経営状況分析機関にお問い合わ

せください。 

申請書の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載すること。 

３  経営規模等評価結果・ 総合評定値通知書の発送 

申請代理人が経営規模等評価結果・ 総合評定値通知書の受領を委任されている場合には、当該申請

代理人宛てに送付しますので、申請受付時に返信用封筒（ 申請代理人の宛名及び裏面に申請する全て

の申請者名（ 建設業者名）及び許可番号を記載） を添付してください。 

なお、封筒のサイズが長３の場合は切手の貼付は不要ですが、長３以外の封筒を添付される場合は、

切手を貼付してください。 

４  その他 

行政書士が申請を代行する場合、申請者欄には申請者名（ 法人である場合には法人名及び代表者名）

のみを記名してください。また、行政書士が代行及び書類作成も行った場合は、行政書士法施行規則

第９条第２項の規定により、申請書の欄外に、書類作成者として行政書士名を記名して職印を押して

ください。この場合、委任状の提出は要しませんが、自ら申請代理人として申請書類の訂正等を行う

ことはできません。 
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許可番号04- 許可業者名

担当者氏名 電話番号

ＦＡＸ e-mail

結果通知書の受取方法 代理人行政書士宛て郵送

（送付先と会社名・許可番号を記載した長３封筒同封）

結果通知当日に県庁受け取り

（指定しない場合又は返信用封筒の同封がない場合は申請者宛て郵送します。）

提出書類には又はを、提出しない書類には×を付け、提出書類に同封してください。

提出書類は、本チェックリストの順に並べて提出してください。

【申請関係書類】

経営事項審査手数料レシート（提出用）貼付用紙

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書申請受付票

受付票の返送を希望する場合のみ。代理人が複数件申請する場合は、建設業者ごとに１枚作成すること。

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（規則様式第２５号の１４）１枚目

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（規則様式第２５号の１４）２枚目

工事種類別完成工事高　工事種類別元請完成工事高（別紙一）

その他の審査項目（社会性等）（別紙三）

技術職員名簿（別紙二）

ＣＰＤ単位算出補助表

技能者名簿（様式第５号（改））

建設機械の保有状況一覧表（別表１）

経営状況分析結果通知書（規則様式第２５号の１３）【原本】

課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書第一表

消費税納税証明書（その１）【原本】

委任状（行政書士が代理申請する場合）

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書　提出書類チェックリスト

1/5　ページ

許可番号04- 許可業者名

担当者氏名 電話番号

ＦＡＸ e-mail

結果通知書の受取方法 代理人行政書士宛て郵送

（送付先と会社名・許可番号を記載した長３封筒同封）

結果通知当日に県庁受け取り

（指定しない場合又は返信用封筒の同封がない場合は申請者宛て郵送します。）

提出書類には又はを、提出しない書類には×を付け、提出書類に同封してください。

提出書類は、本チェックリストの順に並べて提出してください。

【申請関係書類】

収入証紙貼付用紙

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書申請受付票

受付票の返送を希望する場合のみ。代理人が複数件申請する場合は、建設業者ごとに１枚作成すること。

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（規則様式第２５号の１４）１枚目

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（規則様式第２５号の１４）２枚目

工事種類別完成工事高　工事種類別元請完成工事高（別紙一）

その他の審査項目（社会性等）（別紙三）

技術職員名簿（別紙二）

ＣＰＤ単位算出補助表

技能者名簿（様式第５号（改））

建設機械の保有状況一覧表（別表１）

経営状況分析結果通知書（規則様式第２５号の１３）【原本】

課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書第一表

消費税納税証明書（その１）【原本】

委任状（行政書士が代理申請する場合）

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書　提出書類チェックリスト

1/5　ページ
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【確認書類】（全て【写し】を提出）

１　工事種類別（元請）完成工事高

直前３年の各事業年度における工事施工金額（経営事項審査用）

申請業種にプレストレストコンクリート構造物工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事を含む場合のみ。

２　その他の審査項目（社会性等）（別紙３）

項番４1

建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査申請用）

項番４2

退職一時金制度への加入を証明する書面（中小企業退職金共済制度、特定退職金共済団体制度等又は

労働協約、就業規則（表紙・該当箇所）及び退職金規程）

企業年金制度への加入を証明する書面（厚生年金基金、確定拠出年金（企業型）、確定給付企業年金等）

項番４3

法定外労働災害補償制度の保険証券等

　 １～７等級別補償、 通勤災害補償、 下請事業者含めて補償の３点記載箇所を蛍光ペンでマーキングすること

項番48

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の基準適合一般事業主認定通知書

項番49

くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定の基準適合一般事業主認定通知書

項番５0

ユースエール認定の基準適合事業主認定通知書

項番５1

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書（様式第６号）

項番５２

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度に関する誓約書（様式第７号）
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【確認書類】（全て【写し】を提出）

１　工事種類別（元請）完成工事高

直前３年の各事業年度における工事施工金額（経営事項審査用）

申請業種にプレストレストコンクリート構造物工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事を含む場合のみ。

２　その他の審査項目（社会性等）（別紙３）

項番４１

労働保険概算・確定保険料申告書（雇用保険） または労働保険料等納入通知書（雇用保険）

労働保険料等保険料領収書（指定された時期の領収印があるもの）または引落しの通知等

項番４２

被保険者標準報酬決定通知書（被保険者整理番号をマスキング）

　技術職員名簿記載者、技能者名簿記載者、公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理試験合格者の

氏名を蛍光ペンでマーキングすること

【３.適用除外】の場合

適用除外承認証（法人事業所の場合）

国民健康保険（組合）被保険者証

項番４４

建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査申請用）

項番４５

退職一時金制度への加入を証明する書面（中小企業退職金共済制度、特定退職金共済団体制度等又は

労働協約、就業規則（表紙・該当箇所）及び退職金規程）

企業年金制度への加入を証明する書面（厚生年金基金、確定拠出年金（企業型）、確定給付企業年金等）

項番４６

法定外労働災害補償制度の保険証券等

　 １～７等級別補償、 通勤災害補償、 下請事業者含めて補償の３点記載箇所を蛍光ペンでマーキングすること

項番５１

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の基準適合一般事業主認定通知書

項番５２

くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定の基準適合一般事業主認定通知書

項番５３

ユースエール認定の基準適合事業主認定通知書

項番５４

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書（様式第６号）
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項番５５

防災協定締結団体加入証明書（審査基準日を明記したもの）

防災協定書 （手引きの防災協定一覧に記載が無い場合）

項番５８

【１．会計監査人の設置】【２．会計参与の設置】の場合

登記事項証明書

有価証券報告書、監査報告書又は会計参与報告書

【３．経理処理の適正を確認した旨の書類の提出】の場合

経理処理の適正を確認した旨の書類（様式第２号）

項番５９、６０

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理試験の合格証書又は登録証

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の講習修了証

被保険者標準報酬決定通知書（項番４２で添付）

項番６２

建設機械リース契約書 　リースにより建設機械を所持している場合

建設機械売買契約書 　前年申請から変更（追加）がある場合

建設機械自主点検表（機械の型式及び検査年月日が表示されている箇所）、移動式クレーン検査証、

自動車検査証

項番６3・６４・６５

エコアクション２１の認定・登録証

ＩＳＯ認証登録証明書

３　技術職員名簿・技能者名簿

毎年提出

監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証、登録基幹技能者講習修了証

被保険者標準報酬決定通知書（項番４２で添付）

健康保険非加入者の常勤性を証明するもの（住民税の特別徴収に係る届出書、役員給与等の内訳書等）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（様式第３号）、就業規則又は労働協約

前年から変更・追加となった技術者・資格について提出

保有する資格を証明する書面（合格証明書、講習修了証、卒業証明書（学歴要件による場合））

実務経験証明書（規則様式第９号）

資格情報のお知らせ又は資格確認書の写し（個人番号・記号をマスキング）

又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

住民税特別徴収に係る届出書、役員給与等の内訳書等常勤性及び６か月超の雇用期間を証明するもの

　役員かつ７５歳以上の技術職員等、健康保険・雇用保険による証明ができない場合

該当者がいる場合に提出

ＣＰＤ単位取得者の取得単位数を証明する書類 認定機関の証明に限る（画面ハードコピー等不可）

能力評価（レベル判定）結果通知書 認定機関の証明に限る（画面ハードコピー等不可）
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項番５８

防災協定締結団体加入証明書（審査基準日を明記したもの）

防災協定書 （手引きの防災協定一覧に記載が無い場合）

項番６０

【１．会計監査人の設置】【２．会計参与の設置】の場合

登記事項証明書

有価証券報告書、監査報告書又は会計参与報告書

【３．経理処理の適正を確認した旨の書類の提出】の場合

経理処理の適正を確認した旨の書類（様式第２号）

項番６１、６２

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理試験の合格証書又は登録証

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の講習修了証

被保険者標準報酬決定通知書（項番４２で添付）

項番６４

建設機械リース契約書 　リースにより建設機械を所持している場合

建設機械売買契約書 　前年申請から変更（追加）がある場合

建設機械自主点検表（機械の型式及び検査年月日が表示されている箇所）、移動式クレーン検査証、

自動車検査証

項番６５・６６・６７

エコアクション２１の認定・登録証

ＩＳＯ認証登録証明書

３　技術職員名簿・技能者名簿

毎年提出

監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証、登録基幹技能者講習修了証

被保険者標準報酬決定通知書（項番４２で添付）

健康保険非加入者の常勤性を証明するもの（住民税の特別徴収に係る届出書、役員給与等の内訳書等）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（様式第３号）、就業規則又は労働協約

前年から変更・追加となった技術者・資格について提出

保有する資格を証明する書面（合格証明書、講習修了証、卒業証明書（学歴要件による場合））

実務経験証明書（規則様式第９号）

健康保険証の写し（記号・番号・保険者番号をマスキング）又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

住民税特別徴収に係る届出書、役員給与等の内訳書等常勤性及び６か月超の雇用期間を証明するもの

　役員かつ７５歳以上の技術職員等、健康保険・雇用保険による証明ができない場合

該当者がいる場合に提出

ＣＰＤ単位取得者の取得単位数を証明する書類 認定機関の証明に限る（画面ハードコピー等不可）

能力評価（レベル判定）結果通知書 認定機関の証明に限る（画面ハードコピー等不可）
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提出前に必ず確認してください！

電子申請フォーム（Logoフォーム）より審査日を予約済みですか？

(許可番号や連絡先等に誤りがないか確認してください。）

工事種類別（元請）完成工事高の【項番34】審査対象事業年度・完成工事高の合計に

記載の額が、課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書の課税標準の額を

超えていませんか？

建設業の売上である完成工事高が、兼業の事業収入を含む課税標準額を超えることは原則ありません。

　完成工事高が、課税標準額を超える場合は、その旨を説明する資料（体裁は問いません。）が必要です。

（工事進行基準を採用しており、出来高分の課税を完成後に一括して申告する場合や、ＪＶからの協定給与を

不課税処理とするなど。）

消費税の確定申告書の第１表を添付していますか？

（消費税の確定申告書の第二表や、法人税の確定申告書を添付していませんか？）

法定外労働災害の保険証券等には下記の内容が記載されていますか？

通勤災害も対象としていること

下請負人の職員も補償対象としていること

死亡及び後遺傷害等級１級から７級までを対象としていること

防災協定の加入証明書に記載の期日が審査基準日と一致していますか？

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の合格証は添付しましたか？

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の講習修了証は添付しましたか？

（修了証はR5、3、31までは省略可）

上記対象者の標準報酬決定通知書は添付しましたか？

（上記３点は前回から変更無くても添付が必要です。）

監理技術者資格者証は全員分添付しましたか？（前回から変更無しでも添付が必要です。）

監理技術者資格者証の交付年月日、講習受講年月日は、審査基準日以前の日付ですか？

監理技術者資格者証、講習受講修了証は審査基準日時点で有効期間内ですか？

（新しすぎたり、古すぎる監理技術者資格者証を添付していませんか？）

建設機械の特定自主検査実施年月日は、審査基準日以前の日付ですか？

（審査基準日以降の（新しすぎる）特定自主検査記録表を添付していませんか？）

最後に、このチェックリストの同封も忘れずに！
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提出前に必ず確認してください！

申込票はメールで送信済みですか？(許可番号等に誤りがないか確認してください。）

工事種類別（元請）完成工事高の【項番34】審査対象事業年度・完成工事高の合計に

記載の額が、課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書の課税標準の額を

超えていませんか？

建設業の売上である完成工事高が、兼業の事業収入を含む課税標準額を超えることは原則ありません。

　完成工事高が、課税標準額を超える場合は、その旨を説明する資料（体裁は問いません。）が必要です。

（工事進行基準を採用しており、出来高分の課税を完成後に一括して申告する場合や、ＪＶからの協定給与を

不課税処理とするなど。）

指定された時期の雇用保険の領収書を添付していますか？

(例) 審査基準日 3月31日 １月３１日引落し分の通知

消費税の確定申告書の第１表を添付していますか？

（消費税の確定申告書の第二表や、法人税の確定申告書を添付していませんか？）

法定外労働災害の保険証券等には下記の内容が記載されていますか？

通勤災害も対象としていること

下請負人の職員も補償対象としていること

死亡及び後遺傷害等級１級から７級までを対象としていること

防災協定の加入証明書に記載の期日が審査基準日と一致していますか？

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の合格証は添付しましたか？

公認会計士、会計士補、税理士、１級・２級登録経理の講習修了証は添付しましたか？

（修了証はR5、3、31までは省略可）

上記対象者の標準報酬決定通知書は添付しましたか？

（上記３点は前回から変更無くても添付が必要です。）

監理技術者資格者証は全員分添付しましたか？（前回から変更無しでも添付が必要です。）

監理技術者資格者証の交付年月日、講習受講年月日は、審査基準日以前の日付ですか？

監理技術者資格者証、講習受講修了証は審査基準日時点で有効期間内ですか？

（新しすぎたり、古すぎる監理技術者資格者証を添付していませんか？）

建設機械の特定自主検査実施年月日は、審査基準日以前の日付ですか？

（審査基準日以降の（新しすぎる）特定自主検査記録表を添付していませんか？）

最後に、このチェックリストの同封も忘れずに！
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔 1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔 1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

その他の審査項目（ 社会性等）

項 番 3

４ １ 1〔 1.有、2. 無 〕建設業退職金共済制度加入の有無

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

３ 1〔 1.有、2. 無 〕

3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４ 1

3

４ ２ 1〔 1.有、2. 無 〕

3

3

技能レベル向上者数 ４ ７

3

CPD単位取得数 ４ ６

5 10 11 15

,

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 4

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
認定の状況

４ ８ 5

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 2

3

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無５ ２ 〔 1.有、2. 無 〕

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な
措置の実施状況

５ １ 3〔 1.「 全ての建設工事で実施」に該当、2. 「 全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕
3

2

3 5 初めて許可（登録） を受けた年月日

（ 年）
昭和
平成
令和
   10年   11月   18日

休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月

再生手続又は更生手続開始決定日再生計画又は更生計画認可日再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 1〔 1.有、2. 無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 2 令和    年     月     日令和      年     月     日令和

営業年数 ５ ３ 2

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 2〔 1.有、2. 無 〕

3

5

3

監査の受審状況 ５ ８ 4   1.会計監査人の設置、2. 会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4. 無

3

指示処分の有無 ５ ７ 2〔 1.有、2. 無 〕

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

2（ 人）

審 査 対 象 事 業 年 度審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

1 （ 人）

3 5

,
研究開発費（ ２期平均） ６ １

, , 0 （ 千円） (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

（ 台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 2〔 1.有、2. 無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２ 1 0

3

Ｉ ＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 2〔 1.有、2. 無 〕

3

Ｉ ＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 2〔 1.有、2. 無 〕

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

〔 1.該当、2. 非該当 〕 1 (人) 10%

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

法定外労働災害補償制度加入の有無

技術 職 員数 ( Ａ ) 若年技術職員数( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

10 (人) 2 (人) 20%

3

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 1

４

, ,
1 0 （ 人）6 0（ 単位） 技術者数

20

, 5 （人） 技能者数

5 9 10 15

3 （人）

  1.えるぼし認定（ 1段階目） 、2. えるぼし認定（2段階目） 、
  3.えるぼし認定（ 3段階目） 、4. プラチナえるぼし認定   、5.非該当

〔 1.くるみん認定、2. トライくるみん認定、3. プラチナくるみん認定、4. 非該当 〕

〔 1.ユースエール認定、2.非該当 〕

,, 1 5 （ 人） 控除対象者数

【満年齢の考え方】
審査基準日の翌日が３５歳の誕生日の方は、基準日時点で
満３５歳となるため若年技術職員には含まれません。

民法第１４３条第２項適用

技術職員名簿に記載の技術者数＋技術職員

CPD単位算出補助表の合
計欄の単位数を記入する

技能者名簿で「レベル向上」

技能者名簿に

記載されている

技能者名簿の「控除対

「３」を選択できるのは，公認会計
士，会計士補、税理士、１級登録

経理試験の合格者がいる場合の

建設機械の保有状況

一覧表に記載した台

別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

雇用保険加入の有無

健康保険加入の有無

厚生年金保険加入の有無

〔 1.該当、2. 非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔 1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

その他の審査項目（ 社会性等）

項 番 3

４ １ 1 〔 1.有、2.無、3. 適用除外 〕

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

４ ３ 1 〔 1.有、2.無、3. 適用除外 〕

3

４ ２ 1 〔 1.有、2.無、3. 適用除外 〕

3

４ ５ 1 〔 1.有、2.無 〕

3

４ ４ 1 〔 1.有、2.無 〕

５ ５ 2

3

４ ６ 1 〔 1.有、2.無 〕

5 （ 年）

４ ７ 1

,
４ ９

,

4

昭和
平成
令和
１０年 １ １月１８日 年　　　　 か月

3 5 初めて許可（ 登録） を受けた年月日 休業等期間

   年     月     日 令和      年     月     日 令和

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日

５ ６ 2 令和

５ ８ 2 〔 1.有、2.無 〕

3

営業停止処分の有無

５ ７ 1 〔 1.有、2.無 〕

3

防災協定の締結の有無

公認会計士等の数

６ ０ 3   1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4. 無

3 5

監査の受審状況

５ ９ 2 〔 1.有、2.無 〕

3

指示処分の有無

６ ２
,

６ １
,

2 （ 人）

審 査 対 象 事 業 年 度

1 （ 人）

3 5

3 5 10

６ ３
,

0（ 千円）
, ,

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若年技術職員数( Ｂ )

10

3

６ ６ 1 〔 1.有、2.無 〕

（ 台）

3

６ ５ 1 〔 1.有、2.無 〕

3 5

６ ４ 1 0

’

４ ８ 1 〔 1.該当、2. 非該当 〕 1

(人) 2 (人)

3 新規若年技術職員数( Ｃ )

（ 単位） 技術者数 0

(人)

3 5 10 11 15

20

５ ０
,

5 （ 人）
3 5 9 10

法定外労働災害補償制度加入の有無

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

建設業退職金共済制度加入の有無

CPD単位取得数

(千円)

’ ’

15

備考（ 組織変更等）

再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

20%

新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ )

10%

〔 1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

５

若年技術職員の継続的な育成及び確保

４ 3 〔 1.「 全ての建設工事で実施」 に該当、2. 「 全ての公共工事で実施」 に該当、3.非該当 〕

3

５ ３ 1

  1.えるぼし認定（ 1段階目） 、 2. えるぼし認定（ 2段階目） 、
  3.えるぼし認定（ 3段階目） 、 4. プラチナえるぼし認定   、 5. 非該当

3

５ ２

５ １

3 （ 人）（ 人）
,

技能レベル向上者数 技能者数 控除対象者数

営業年数

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

新規若年技術職員の育成及び確保

,
1 5

,
16 （ 人）0

3

Ｉ ＳＯ９０ ０１の登録の有無

Ｉ ＳＯ１４ ００１の登録の有無

〔 1.く るみん認定、2. トライく るみん認定、 3. プラチナく るみん認定、4.非該当 〕次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況

二級登録経理試験合格者等の数

研究開発費（ ２期平均）

建設機械の所有及びリース台数

エコアクション２１の認証の有無

６ ７ 1 〔 1.有、2.無 〕

3

’ ’ ’

(千円)

「３」を選択できるのは，公認会計士，

会計士補、税理士、１級登録経理試験

の合格者がいる場合のみ。

審査基準日が令和５年８月１３日以前

の場合は「３」を記入すること。

CPD単位算出補助表の合計欄
の単位数を記入すること。

技術職員名簿に記載の技術者数＋技術職員名簿に

未記載のCPD単位取得者の人数

技能者名簿で「レベル向上」欄

に〇が記載されている者の数

技能者名簿に記

載されている人数

技能者名簿の「控除対象」欄

に〇が記載されている者の

建設機械の保有状況一

覧表に記載した台数

【満年齢の考え方】

審査基準日の翌日が３５歳の誕生日の方は、基準日時

点で満３５歳となるため若年技術職員には含まれません。

民法第１４３条第２項適用
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様式第7号

（用紙A４）

地方整備局長

北海道開発局長

宮城県知事 殿

住所

商号又は氏名

代表者氏名

申請区分 （A．取り組みを行う、B．取り組みを行っている）

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

項　　　目

審査基準日

取組開始日

日　　　付

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

　「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和  　年  　月  　日付で

宣言した取り組みについて、取組開始日以降（行う/行っている）ことを誓約します。

　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般

財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う

こと及び上記の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。

年　月　日

宣言を行った年月日を記入。

該当しない方に取り消し線を引く。

審査日を記入。

新　　　　　　　　　　　　　　　　 旧　　　　　　　　　　　　　　　　



記載要領

　１　「（行う/行っている）」については、不要のものを消すこと。

２「 地方整備局長

北海道開発局長については、不要のものを消すこと。

　　　　　　　　　　知事」

　３　「申請区分」の欄については、カラム内に該当する英字を記入すること。

　４　「A．取り組みを行う」について、審査基準日時点で取組開始日が到来していない者において、取

　　　組開始日以降は当該自主宣言の取り組みを行う場合を指す。なお、取組開始日の到来後、当該自

　　　主宣言の取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるため

　　　留意すること。

　５　「B．取り組みを行っている」について、審査基準日時点で取組開始日が到来している者において、

　　　当該自主宣言の取り組みを行っている場合を指す。なお、当該自主宣言の取り組みを行っていな

　　　いにもかかわらず本誓約書を提出した場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがある

　　　ため留意すること。

　６　表には、受審している経営事項審査の審査基準日及び「建設技能者を大切にする企業の自主宣言

　　　制度」で設定している取組開始日を記入すること。
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業　種　・　技　術　職　員　資　格　区　分　コ　ー　ド　表（審査基準日：令和５年７月１日以降）
建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

００１ 1（２業種以内）

００２ 同　　上

００３ 同　　上

００４ 同　　上

００５ 4（１級技士補の種別に対応する２業種以内）

建設業法 １１１ 5 5 5

２１２ 2 2 2

１１３ 5 1 5 5 １ １ 5 １ 5 5 5 １ １ １ 5 １ 5  
１級土木施工管理技士補 １１H １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

土木 ２１４ 2 １〇 2 2 １〇 １〇 2 １〇 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 2  
鋼構造物塗装 ２１５ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

薬液注入 ２１６ １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

土木 ２１Ｊ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

鋼構造物塗装 ２ １Ｋ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

薬液注入 ２１Ｌ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １ 5 5 １ １ １ 5  
１級建築施工管理技士補 １２C １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

建築 ２２１ 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2  
躯体 ２２２ 2 １〇 2 １〇 １〇 2 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2  
仕上げ ２２３ 2 2 １〇 2 2 2 １〇 2 2 2 2 2 １〇 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇

２級建築施工管理技士補 ２２Ｄ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１２７ 5 １ １

１２Ｅ １ １

２２８ 2 １〇 １〇

２２Ｆ １〇 １〇

１２９ 5 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

１２Ｇ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

２３０ 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

２３Ａ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１３１ 5

２３２ 2

１３３ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 5 １ １ １ １

１級造園施工管理技士補 １３Ｄ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

２３４ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇

２３Ｅ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

建築士法 １３７ 5 5 5 5 5 5

２３８ 2 2 2 2 2

２３９ 2

技術士法 １４１ 5 5 5 5 5 5 5  

２級電気工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

5
総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）

5 5
建設「鋼構造及びコンクリート」 5  5 5

建設・総合技術監理（建設）

１４２ 5 5

１級管工事施工管理技士

１級建築士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

２級建築士

木造建築士

2級建設機械施工技士（第１種～第６種）

２級土木施工管理技士
種
別

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

２級土木施工管理技士補
種
別

１級電気工事施工管理技士補

法第15条第2号ハ該当（同号ロと同等以上：大臣認定者）

1級建設機械施工技士

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

法第7条第2号イ該当（実務経験：指定学科卒業後３年又は５年）

法第7条第2号ロ該当（実務経験：１０年経験）

法第15条第2号ハ該当（同号イと同等以上：大臣認定者）

監理技術者を補佐する資格を有する者(１級技士補＋主任技術者資格)

業　種　・　技　術　職　員　資　格　区　分　コ　ー　ド　表（審査基準日：令和５年７月１日以降）
建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

００１ 1（２業種以内）

００２ 同　　上

００３ 同　　上

００４ 同　　上

００５ 4（１級技士補の種別に対応する２業種以内）

建設業法 １１１ 5 5 5

２１２ 2 2 2

１１３ 5 1 5 5 １ １ 5 １ 5 5 5 １ １ １ 5 １ 5  
１級土木施工管理技士補 １１H １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

土木 ２１４ 2 １〇 2 2 １〇 １〇 2 １〇 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 2  
鋼構造物塗装 ２１５ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

薬液注入 ２１６ １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

土木 ２１Ｊ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

鋼構造物塗装 ２ １Ｋ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

薬液注入 ２１Ｌ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １ 5 5 １ １ １ 5  
１級建築施工管理技士補 １２C １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

建築 ２２１ 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2  
躯体 ２２２ 2 １〇 2 １〇 １〇 2 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2  
仕上げ ２２３ 2 2 １〇 2 2 2 １〇 2 2 2 2 2 １〇 2 2 １〇 １〇 １〇 １〇

２級建築施工管理技士補 ２２Ｄ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１２７ 5 １ １

１２Ｅ １ １

２２８ 2 １〇 １〇

２２Ｆ １〇 １〇

１２９ 5 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

１２Ｇ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

２３０ 2 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

２３Ａ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

１３１ 5

２３２ 2

１３３ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 5 １ １ １ １

１級造園施工管理技士補 １３Ｄ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

２３４ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 2 １〇 １〇 １〇 １〇

２３Ｅ １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇 １〇

建築士法 １３７ 5 5 5 5 5 5

２３８ 2 2 2 2 2

２３９ 2

技術士法 １４１ 5 5 5 5 5 5 5  

２級電気工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

5
総合技術監理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）

5 5
建設「鋼構造及びコンクリート」 5  5 5

建設・総合技術監理（建設）

１４２ 5 5

１級管工事施工管理技士

１級建築士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

２級建築士

木造建築士

2級建設機械施工技士（第１種～第６種）

２級土木施工管理技士
種
別

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

２級土木施工管理技士補
種
別

１級電気工事施工管理技士補

法第15条第2号ハ該当（同号ロと同等以上：大臣認定者）

1級建設機械施工技士

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

法第7条第2号イ該当（実務経験：指定学科卒業後３年又は５年）

法第7条第2号ロ該当（実務経験：１０年経験）

法第15条第2号ハ該当（同号イと同等以上：大臣認定者）

監理技術者を補佐する資格を有する者(１級技士補＋主任技術者資格)

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１４４ 5 5

１４５ 5

１４７ 5 5

１４９ 5 5 5

１５０ 5

１５１ 5 5 5

１５２ 5

技術士法

電気工事士法 １５５ 2

電気事業法 ［3年］ ２５６ 1

［5年］ ２５８ 1

電気通信事業法 電気通信主任技術者 ［5年］ ２５９ 1

工事担任者 ［3年］ ２３５ 1

水道法 ［1年］ ２６５ 1

消防法 １６８ 2

１６９ 2

職業能力開発 １７１ 2

促進法 ［3年］ ２７１ 1

型枠施工（１級） １６４ 2 2

型枠施工（２級） ［3年］ ２６４ 1 1

１７２ 2

［3年］ ２７２ 1

１５７ 2 2

［3年］ ２５７ 1

１７３ 2

［3年］ ２７３ 1

１６６ 2

［3年］ ２６６ 1

１７４ 2

［3年］ ２７４ 1

１７５ 2

［3年］ ２７５ 1

１７６ 2

［3年］ ２７６ 1

１７０ 2 2 2

［3年］ ２７０ 1 1 1

配管・配管工（１級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

とび・とび工（2級）

コンクリート圧送施工（１級）

コンクリート圧送施工（2級）

ウェルポイント施工（２級）

ウェルポイント施工（１級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

第１種電気工事士

第２種電気工事士

電気主任技術者（１種・２種・３種）

甲種消防設備士

乙種消防設備士

建築大工（１級）

とび・とび工（１級）

左官（１級）

左官（２級）

給水装置工事主任技術者

総合技術監理（衛生工学「廃棄物処理」）

衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」

建築大工（２級）

１５４ 55 5

水産土木「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）

林業「林業」・総合技術監理（林業「林業」）

林業「森林土木」・総合技術監理（林業「森林土木」）

衛生工学・総合技術監理（衛生工学）

衛生工学「水質管理」
１５３

総合技術監理（衛生工学「水質管理」）
5

5

5

5
総合技術監理（水道「上水道及び工業用水道」）

5

水道・総合技術監理（水道）

水道「上水道及び工業用水道」
１４８

総合技術監理（機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」）
55

機械・総合技術監理（機械）

機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」
１４６

総合技術監理（農業「農業土木」）

農業「農業土木」
１４３ 5 5

電気・電子・総合技術監理（電気・電子）

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１４４ 5 5

１４５ 5

１４７ 5 5

１４９ 5 5 5

１５０ 5

１５１ 5 5 5

１５２ 5

技術士法

電気工事士法 １５５ 2

電気事業法 ［3年］ ２５６ 1

［5年］ ２５８ 1

電気通信事業法 電気通信主任技術者 ［5年］ ２５９ 1

工事担任者 ［3年］ ２３５ 1

水道法 ［1年］ ２６５ 1

消防法 １６８ 2

１６９ 2

職業能力開発 １７１ 2

促進法 ［3年］ ２７１ 1

型枠施工（１級） １６４ 2 2

型枠施工（２級） ［3年］ ２６４ 1 1

１７２ 2

［3年］ ２７２ 1

１５７ 2 2

［3年］ ２５７ 1

１７３ 2

［3年］ ２７３ 1

１６６ 2

［3年］ ２６６ 1

１７４ 2

［3年］ ２７４ 1

１７５ 2

［3年］ ２７５ 1

１７６ 2

［3年］ ２７６ 1

１７０ 2 2 2

［3年］ ２７０ 1 1 1

配管・配管工（１級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

とび・とび工（2級）

コンクリート圧送施工（１級）

コンクリート圧送施工（2級）

ウェルポイント施工（２級）

ウェルポイント施工（１級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

第１種電気工事士

第２種電気工事士

電気主任技術者（１種・２種・３種）

甲種消防設備士

乙種消防設備士

建築大工（１級）

とび・とび工（１級）

左官（１級）

左官（２級）

給水装置工事主任技術者

総合技術監理（衛生工学「廃棄物処理」）

衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」

建築大工（２級）

１５４ 55 5

水産土木「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）

林業「林業」・総合技術監理（林業「林業」）

林業「森林土木」・総合技術監理（林業「森林土木」）

衛生工学・総合技術監理（衛生工学）

衛生工学「水質管理」
１５３

総合技術監理（衛生工学「水質管理」）
5

5

5

5
総合技術監理（水道「上水道及び工業用水道」）

5

水道・総合技術監理（水道）

水道「上水道及び工業用水道」
１４８

総合技術監理（機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」）
55

機械・総合技術監理（機械）

機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」
１４６

総合技術監理（農業「農業土木」）

農業「農業土木」
１４３ 5 5

電気・電子・総合技術監理（電気・電子）

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１７７ 2

［3年］ ２７７ 1

１７８ 2

［3年］ ２７８ 1

１７９ 2 2

［3年］ ２７９ 1 1

１８０ 2

［3年］ ２８０ 1

１８１ 2

［3年］ ２８１ 1

１８２ 2

［3年］ ２８２ 1

職業能力開発 １８３ 2

促進法 ［3年］ ２８３ 1

１８４ 2 2

［3年］ ２８４ 1 1

１８５ 2

［3年］ ２８５ 1

１８６ 2

［3年］ ２８６ 1

１８７ 2

［3年］ ２８７ 1

１８８ 2

［3年］ ２８８ 1

１８９ 2

［3年］ ２８９ 1

１９０ 2

［3年］ ２９０ 1

１９１ 2

［3年］ ２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

［3年］ ２９２ 1

１９３ 2

［3年］ ２９３ 1

１９４ 2

［3年］ ２９４ 1

１９５ 2

［3年］ ２９５ 1

１９６ 2

［3年］ ２９６ 1

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
表具・表具工・表装（２級）

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（１級）

建具製作・建具工・木工・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（２級）

造園（１級）

造園（２級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作・畳工（１級）

畳製作・畳工（２級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
表具・表具工・表装（１級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（1級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（1級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工・製罐（１級）

鉄工・製罐（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（1級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工（１級）・れんが積

築炉・築炉工（２級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（１級）・ｺﾝｸﾘー ﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ施工

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建
築板金作業」（１級）

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建
築板金作業」（２級）

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１７７ 2

［3年］ ２７７ 1

１７８ 2

［3年］ ２７８ 1

１７９ 2 2

［3年］ ２７９ 1 1

１８０ 2

［3年］ ２８０ 1

１８１ 2

［3年］ ２８１ 1

１８２ 2

［3年］ ２８２ 1

職業能力開発 １８３ 2

促進法 ［3年］ ２８３ 1

１８４ 2 2

［3年］ ２８４ 1 1

１８５ 2

［3年］ ２８５ 1

１８６ 2

［3年］ ２８６ 1

１８７ 2

［3年］ ２８７ 1

１８８ 2

［3年］ ２８８ 1

１８９ 2

［3年］ ２８９ 1

１９０ 2

［3年］ ２９０ 1

１９１ 2

［3年］ ２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

［3年］ ２９２ 1

１９３ 2

［3年］ ２９３ 1

１９４ 2

［3年］ ２９４ 1

１９５ 2

［3年］ ２９５ 1

１９６ 2

［3年］ ２９６ 1

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
表具・表具工・表装（２級）

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（１級）

建具製作・建具工・木工・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工・ｻｯｼ施工（２級）

造園（１級）

造園（２級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作・畳工（１級）

畳製作・畳工（２級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
表具・表具工・表装（１級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（1級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（1級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工・製罐（１級）

鉄工・製罐（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（1級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工（１級）・れんが積

築炉・築炉工（２級）

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工（１級）・ｺﾝｸﾘー ﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ施工

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建
築板金作業」（１級）

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建
築板金作業」（２級）

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１９７ 2

［3年］ ２９７ 1

１９８ 2

［3年］ ２９８ 1

平成１５年度以前の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は、合格後当該業種の建設工事に関し１年以上の実務経験が必要になります。
［1年］ ０６１ 1 1

０４０ 2

［1年］ ０６２ 1 1

［1年］ ０６３ 1 1

０６０ 2

０６４ 3（講習修了証に記載されている建設業の種類から２業種以内）

認定能力評価基準 3（レベル４）／2（レベル３）（下表 印の建設業の種類から２業種以内）

登録解体工事試験

登録基幹技能者

さく井（１級）

さく井（２級）

地すべり防止工事士

登録基礎ぐい工事試験

建築設備士

１級計装士

とび技能者能力評価基準

切断穿孔技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

防水施工（１級）

防水施工（２級）

海上起重技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

建設塗装技能者能力評価基準

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

コンクリート圧送技能者能力評価基準

レベル４
技能者
（７０４）

レベル ３
技能者
（７０３）

硝子工事技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

基礎ぐい工事技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

道路標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

１９７ 2

［3年］ ２９７ 1

１９８ 2

［3年］ ２９８ 1

平成１５年度以前の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は、合格後当該業種の建設工事に関し１年以上の実務経験が必要になります。
［1年］ ０６１ 1 1

０４０ 1

［1年］ ０６２ 1 1

［1年］ ０６３ 1 1

０６０ 2

０６４ 3（講習修了証に記載されている建設業の種類から２業種以内）

認定能力評価基準 3（レベル４）／2（レベル３）（下表 印の建設業の種類から２業種以内）

登録解体工事試験

登録基幹技能者

さく井（１級）

さく井（２級）

地すべり防止工事士

登録基礎ぐい工事試験

建築設備士

１級計装士

とび技能者能力評価基準

切断穿孔技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

防水施工（１級）

防水施工（２級）

海上起重技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

建設塗装技能者能力評価基準

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

コンクリート圧送技能者能力評価基準

レベル４
技能者

（７０４）

レベル ３
技能者
（７０３）

硝子工事技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

基礎ぐい工事技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

道路標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

０９９ 1（２業種以内）

各資格において、数字（１～５）又は〇が記載されている業種が選択可能な業種であり、数字は評点を示している。

で表示した資格は、監理技術者資格者証を保有し、かつ、有効期間内の監理技術者講習受講者である場合、１点加算され６点になる。

・・・平成２８年度以降に合格した者、又は平成２７年度以前に合格して解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講をした者

　　　　（技術士法に基づく資格にあっては、資格取得日に関わらず解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要）

１ ・・・実務経験３年が必要。

１〇・・・実務経験５年が必要。

住宅建築関連技能者能力評価基準

石材施工技能者能力評価基準

斜面防災技能者能力評価基準

道路等法面保護工事技能者能力評価基準

都市トンネル技能者能力評価基準

ウレタン断熱技能者能力評価基準

発破・破砕技能者能力評価基準

建築測量技能者能力評価基準

圧入技能者能力評価基準

さく井技能者能力評価基準

解体技能者能力評価基準

計装工事技能者能力評価基準

土質改良技能者能力評価基準

潜函技能者能力評価基準

その他（実務経験要件の緩和）

ＡＬＣ技能者能力評価基準

土工技能者能力評価基準

建　　　設　　　業　　　の　　　種　　　類

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ しゅ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

資　　　格　　　区　　　分

コード

［資格取得後に必要な実務経験年数］

０９９ 1（２業種以内）

各資格において、数字（１～５）又は〇が記載されている業種が選択可能な業種であり、数字は評点を示している。

で表示した資格は、監理技術者資格者証を保有し、かつ、有効期間内の監理技術者講習受講者である場合、１点加算され６点になる。

・・・平成２８年度以降に合格した者、又は平成２７年度以前に合格して解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講をした者

　　　　（技術士法に基づく資格にあっては、資格取得日に関わらず解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要）

１ ・・・実務経験３年が必要。

１〇・・・実務経験５年が必要。

その他（実務経験要件の緩和）

ＡＬＣ技能者能力評価基準

土工技能者能力評価基準

新
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